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(57)【要約】
【課題】中高年層の人から分泌される特有の皮脂成分に対して優れた洗浄除去効果を発揮
する皮膚洗浄剤用組成物の提供。
【解決手段】（Ａ）ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、（Ｂ）ポリオキシエチ
レン硬化ヒマシ油、並びに（Ｃ）水を含有し、前記（Ａ）成分と前記（Ｂ）成分との質量
含有比が、１：１～１：５である皮膚洗浄剤用組成物とする。所望により、（Ｄ）両性界
面活性剤を含有させることができる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、（Ｂ）ポリオキシエチレン硬化ヒ
マシ油、並びに（Ｃ）水を含有し、前記（Ａ）成分と前記（Ｂ）成分との質量含有比が、
１：１～１：５である皮膚洗浄剤用組成物。
【請求項２】
　前記（Ｂ）成分のＨＬＢ値が、７～１７である請求項１に記載の皮膚洗浄剤用組成物。
【請求項３】
　前記（Ｂ）成分の含有量が、１～１５質量％である請求項１又は２に記載の皮膚洗浄剤
用組成物。
【請求項４】
　さらに、（Ｄ）両性界面活性剤を含有してなる請求項１～３の何れかに記載の皮膚洗浄
剤用組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膚洗浄剤用組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、シャンプー、ボディーソープ、クレンジング、洗顔剤などの皮膚洗浄剤には
、単に皮膚や毛髪に付着した埃や汚れを除去するだけでなく、頭皮、顔面、体などの皮脂
汚れまでをも除去する効果が期待されている。これまでの皮膚洗浄剤には、皮脂汚れを除
去するために、皮脂との溶解性の観点、並びに使用感の観点から、種々の界面活性剤が用
いられている。
【０００３】
　具体的には、親水性界面活性剤とエタノールとを含有する皮脂選択除去剤（特許文献１
を参照）、アニオン性界面活性剤、両性界面活性剤、ノニオン性界面活性剤の少なくとも
１種と特定の一価アルコールとを含有する頭皮洗浄剤（特許文献２を参照）、無機塩と非
イオン界面活性剤と陽イオン界面活性剤とを含有する皮脂除去剤組成物（特許文献３を参
照）、親水性ポリグリセリン脂肪酸エステルとアクリル酸系ポリマーとアルキルポリグル
コシドとを含有するゲル状皮膚洗浄料（特許文献４を参照）、皮脂のスクワレンを選択的
に除去する機能を有する特定のアニオン性界面活性剤、特定の両性界面活性剤、ノニオン
性界面活性剤の少なくとも１種を含有する洗浄剤組成物（特許文献５を参照）、アニオン
性界面活性剤とカチオン性高分子と油剤とを含有する皮膚洗浄剤組成物（特許文献６を参
照）、特定の物性を有するポリグリセリン脂肪酸エステルを含有する皮膚汚れ除去用組成
物（特許文献７を参照）、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル硫酸塩とベタイン型両
性界面活性剤と特定のカチオン性ポリマーと無機塩と特定のポリグリセリン脂肪酸エステ
ルとを含有する毛髪洗浄剤組成物（特許文献８を参照）などが提案されている。
【０００４】
　一方、年齢を重ねるにつれて皮膚から分泌される皮脂成分の組成が変化することが知ら
れている。さらには、分泌される皮脂成分の変化が、皮膚や毛髪の「ベタつき」や「ギラ
つき」に影響を及ぼしていると言われている。このような中高年層特有の「ベタつき」や
「ギラつき」を抑えるためには、皮膚から分泌される皮脂成分の除去が有効である。しか
しながら、これまでの種々検討されてきた皮脂を除去することを目的とした皮膚洗浄剤で
あっても、中高年層の人から分泌される特有の皮脂成分に対する除去効果が十分に満足で
きるものはなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－３４２２２号公報
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【特許文献２】特開２０００－９５６５１号公報
【特許文献３】特開２０００－１２８７５７号公報
【特許文献４】特開２００３－７３２５５号公報
【特許文献５】特開２００３－３０６４２６号公報
【特許文献６】特開２００４－２６２８３８号公報
【特許文献７】特開２００５－７５７９７号公報
【特許文献８】特開２００８－８１４１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、前記従来技術に鑑みてなされたものであり、中高年層の人から分泌される特
有の皮脂成分に対して優れた洗浄除去効果を発揮する皮膚洗浄剤用組成物を提供すること
を課題とする。
【０００７】
　本件出願人は、中高年層の人から分泌される特有の皮脂成分の組成を解析した結果、擬
似皮脂組成物である人工皮脂モデルを調製し、該人工皮脂モデルを用いた皮脂除去の評価
試験を確立した。本件発明者らは、前記評価試験を用いて、中高年層の人から分泌される
特有の皮脂成分を洗浄除去する成分のスクリーニング試験を行った結果、特定のアニオン
性界面活性剤と特定のノニオン性界面活性剤とを特定の質量比で組み合わせることで格段
に優れた除去効果を見出し、本件発明を完成するに至った。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　即ち、本発明は、
〔１〕（Ａ）ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、（Ｂ）ポリオキシエチレン硬
化ヒマシ油、並びに（Ｃ）水を含有し、前記（Ａ）成分と前記（Ｂ）成分との質量含有比
が、１：１～１：５である皮膚洗浄剤用組成物、
〔２〕前記（Ｂ）成分のＨＬＢ値が、７～１７である前記〔１〕に記載の皮膚洗浄剤用組
成物、
〔３〕前記（Ｂ）成分の含有量が、１～１５質量％である前記〔１〕又は〔２〕に記載の
皮膚洗浄剤用組成物、
〔４〕さらに、（Ｄ）両性界面活性剤を含有してなる前記〔１〕～〔３〕の何れかに記載
の皮膚洗浄剤用組成物
に関する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の皮膚洗浄剤用組成物は、中高年層の人から分泌される特有の皮脂成分に対して
優れた洗浄除去効果を発揮し、皮膚や毛髪における中高年層特有の「ベタつき」や「ギラ
つき」を抑えるという効果を奏する。
【００１０】
　また、本発明の皮膚洗浄剤用組成物は、両性界面活性剤をさらに含有させることにより
、上記した洗浄除去効果を阻害することなく、起泡性を付与することができるという効果
を奏する。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の皮膚洗浄剤用組成物は、（Ａ）ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、
（Ｂ）ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、並びに（Ｃ）水を含有し、前記（Ａ）成分と前
記（Ｂ）成分との質量含有比が、１：１～１：５である。
【００１２】
　用いられる（Ａ）成分のポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩の具体例としては
、ポリオキシエチレンデシルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンウンデシルエ
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ーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレントリデシルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオ
キシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫
酸マグネシウム、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸モノエタノールアミン、ポリ
オキシエチレンラウリルエーテル硫酸ジエタノールアミン、ポリオキシエチレンラウリル
エーテル硫酸トリエタノールアミン、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸モノイソ
プロパノールアミン、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム、ポリオキ
シエチレンミリスチルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンミリスチルエーテル
硫酸ジエタノールアミン、ポリオキシエチレンミリスチルエーテル硫酸トリエタノールア
ミン、ポリオキシエチレンミリスチルエーテル硫酸アンモニウム、ポリオキシエチレンオ
レイルエーテル硫酸アンモニウムなどを例示することができる。これら（Ａ）成分は、１
種を単独で用いてもよく、２種以上を適宜組み合わせて用いることもできる。
【００１３】
　（Ａ）成分の酸化エチレンの付加モル数は、所望の効果が十分に発揮されるのであれば
特に限定されないが、中高年層の人から分泌される特有の皮脂成分に対する洗浄除去効果
を高める観点から、付加モル数が１～３のものを用いることが好ましい。最も好適な（Ａ
）成分としては、ポリオキシエチレン（２）ラウリルエーテル硫酸ナトリウムを用いるこ
とが好ましい。尚、括弧内の数値は、酸化エチレンの付加モル数を表す。
【００１４】
　（Ａ）成分のポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩は、市販品をそのまま用いる
こともできる。ポリオキシエチレン（２）ラウリルエーテル硫酸ナトリウムの市販品とし
ては、シノリン　ＳＰＥ-１２５０（商品名，新日本理化社製）、エマール　２０Ｃ、エ
マール　２７０Ｊ（商品名，何れも花王社製）、サンデット　ＥＮ（商品名，三洋化成社
製）などを例示することができる。
【００１５】
　（Ａ）成分の含有量は、所望の効果が充分に付与されるのであれば特に限定されないが
、通常、洗浄除去の観点から、組成物中、０．２質量％以上が好ましく、より好ましくは
１質量％以上である。また、泡立ちの観点および頭皮への刺激の観点から、１５質量％以
下が好ましく、より好ましくは１０質量％以下である。これらの観点から、（Ａ）成分の
含有量は、好ましくは０．２～１５質量％、より好ましくは１～１０質量％である。
【００１６】
　用いられる（Ｂ）成分は、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油である。本発明において、
（Ｂ）成分であるポリオキシエチレン硬化ヒマシ油と、上記した（Ａ）成分とを組み合わ
せることにより、中高年層の人から分泌される特有の皮脂成分に対して優れた洗浄除去効
果を発揮させることが可能となる。
【００１７】
　用いられる（Ｂ）成分のＨＬＢ値は、所望の効果が十分に発揮されるのであれば特に限
定されないなが、洗浄除去の観点から、７～１７であることが好ましい。具体的な（Ｂ）
成分としては、ポリオキシエチレン（１０）硬化ヒマシ油（ＨＬＢ値７）、ポリオキシエ
チレン（２０）硬化ヒマシ油（ＨＬＢ値９）、ポリオキシエチレン（２５）硬化ヒマシ油
（ＨＬＢ値１０．７）、ポリオキシエチレン（４０）硬化ヒマシ油（ＨＬＢ値１２．５）
、ポリオキシエチレン（５０）硬化ヒマシ油（ＨＬＢ値１３）、ポリオキシエチレン（６
０）硬化ヒマシ油（ＨＬＢ値１４）、ポリオキシエチレン（１００）硬化ヒマシ油（ＨＬ
Ｂ値１５）などを例示することができる。これら（Ｂ）成分は、１種を単独で用いてもよ
く、２種以上を適宜組み合わせて用いることもできる。尚、括弧内の数値は、酸化エチレ
ンの付加モル数を表す。
【００１８】
　本発明においては、洗浄除去効果を更に高める観点から、上記した（Ｂ）成分の中でも
、ＨＬＢ値１０～１５のポリオキシエチレン硬化ヒマシ油を用いることがより好ましい。
【００１９】
　（Ｂ）成分のポリオキシエチレン硬化ヒマシ油は、市販品をそのまま用いることもでき
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る。具体的には、ポリオキシエチレン（２５）硬化ヒマシ油の市販品としては、エマノー
ン　ＣＨ-２５（商品名，花王社製，ＨＬＢ値１０．７）などを例示することができる。
ポリオキシエチレン（４０）硬化ヒマシ油の市販品としては、エマノーン　ＣＨ-４０（
ＨＬＢ値１２．５）などを例示することができる。ポリオキシエチレン（５０）硬化ヒマ
シ油の市販品としては、ＥＭＡＬＥＸ　ＨＣ-５０（商品名，日本エマルジョン社製，Ｈ
ＬＢ値１３）などを例示することができる。ポリオキシエチレン（１００）硬化ヒマシ油
の市販品としては、ＥＭＡＬＥＸ　ＨＣ-１００（商品名，日本エマルジョン社製，ＨＬ
Ｂ値１５）などを例示することができる。
【００２０】
　（Ｂ）成分の含有量は、所望の効果が充分に付与されるのであれば特に限定されないが
、通常、洗浄除去の観点から、組成物中、１質量％以上が好ましく、より好ましくは２質
量％以上である。また、泡嵩の保持の観点から、１５質量％以下が好ましく、より好まし
くは１２質量％以下である。これらの観点から、（Ｂ）成分の含有量は、好ましくは１～
１５質量％、より好ましくは２～１２質量％である。
【００２１】
　尚、上記した（Ａ）成分と（Ｂ）成分は、中高年層の人から分泌される特有の皮脂成分
に対して格段に優れた洗浄除去効果を発揮させる観点から、含有質量比として、（Ａ）：
（Ｂ）＝１：１～１：５の範囲を満たし調製される。本発明においては、洗浄除去効果を
さらに高める観点から、（Ａ）：（Ｂ）＝１：１～１：４の範囲を満たし調製されること
がより好ましく、さらに好ましくは（Ａ）：（Ｂ）＝１：１～１：２の範囲である。
【００２２】
　用いられる（Ｃ）成分の水は、化粧料原料として使用できるものであれば特に限定はさ
れないが、通常、精製水が用いられる。（Ｃ）成分の含有量は、所望の効果が付与される
のであれば特に限定されないが、通常、使用感の観点から、組成物中、４０～９９.５質
量％が好ましく、より好ましくは５５～９７．５質量％である。
【００２３】
　さらに、本発明の皮膚洗浄剤用組成物には、起泡性を付与する観点から、（Ｄ）両性界
面活性剤を含有させることができる。具体的な（Ｄ）成分としては、アミドプロピルベタ
イン型両性界面活性剤、アミノ酢酸ベタイン型両性界面活性剤、イミダゾリニウム型両性
界面活性剤、スルホベタイン型両性界面活性剤、プロピオン酸ナトリウム型両性界面活性
剤などを例示することができる。これら（Ｄ）成分は、１種を単独で用いてもよく、２種
以上を適宜組み合わせて用いることもできる。
【００２４】
　前記（Ｄ）成分の中でも、洗浄除去効果を阻害することなく、起泡性を付与することが
できる観点から、アミドプロピルベタイン型両性界面活性剤、アミノ酢酸ベタイン型両性
界面活性剤、スルホベタイン型両性界面活性剤を用いることが好ましい。
【００２５】
　好適なアミドプロピルベタイン型両性界面活性剤としては、ヤシ油脂肪酸アミドプロピ
ルベタイン、パーム油脂肪酸アミドプロピルベタイン、ラウリン酸アミドプロピルベタイ
ン、ミリスチン酸アミドプロピルベタイン、リシノレイン酸アミドプロピルベタイン、ラ
ウリン酸アミドプロピルヒドロキシスルホベタイン、パーム核油脂肪酸アシル－Ｎ－カル
ボキシエチル－Ｎ－ヒドロキシエチルエチレンジアミンナトリウム、ラウリン酸アミドプ
ロピルジメチルアミンオキシドなどを例示することができる。
【００２６】
　好適なアミノ酢酸ベタイン型両性界面活性剤としては、ラウリルジメチルアミノ酢酸ベ
タイン、ヤシ油アルキルジメチルアミノ酢酸ベタイン、ステアリルジメチルアミノ酢酸ベ
タイン、ステアリルジヒドロキシエチルベタイン、２－アルキル－Ｎ－カルボキシメチル
－Ｎ－ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、ウンデシルヒドロキシエチルイミダ
ゾリニウムベタインナトリウム、Ｎ－ヤシ油脂肪酸アシル－Ｎ’－カルボキシエチル－Ｎ
’－ヒドロキシエチルエチレンジアミンナトリウム（ヤシ油アルキルカルボキシエチルヒ
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ドロキシエチルイミダゾリニウムベタインナトリウム）、ラウリルアミノジプロピオン酸
ナトリウムなどを例示することができる。
【００２７】
　好適なスルホベタイン型両性界面活性剤としては、ラウリン酸アミドプロピルヒドロキ
シスルホベタイン、ラウリルヒドロキシスルホベタイン、ヤシ油脂肪酸ヒドロキシスルホ
ベタイン、ミリスチン酸アミドプロピルヒドロキシスルホベタイン、オレアミドプロピル
ヒドロキシスルホベタイン、ラウリルスルホベタイン、ココスルホベタイン、コカミドプ
ロピルヒドロキシスルタインなどを例示することができる。
【００２８】
　（Ｄ）成分の含有量は、所望の効果が充分に付与されるのであれば特に限定されないが
、通常、起泡性の観点から、組成物中、０．１２質量％以上が好ましく、より好ましくは
０．２質量％以上である。また、皮脂洗浄効果の観点から、８質量％以下が好ましく、よ
り好ましくは５質量％以下である。これらの観点から、（Ｄ）成分の含有量は、好ましく
は０．１２～８質量％、より好ましくは０．２～５質量％である。
【００２９】
　本発明においては、中高年層の人から分泌される特有の皮脂成分に対して格段に優れた
洗浄除去効果を発揮させる観点から、上記した（Ａ）成分と（Ｂ）成分と（Ｄ）成分との
含有量を、含有質量比として、（Ａ）＋（Ｂ）：（Ｄ）＝１０：１～３：１の範囲を満た
し調製することが好ましく、より好ましくは８：１～５：１の範囲である。
【００３０】
　本発明の皮膚洗浄剤用組成物には、本発明の効果を損なわない範囲内であれば、上記し
た成分の他に通常化粧品に用いられる成分、例えば、塩化Ｏ－［２－ヒドロキシ－３－（
トリメチルアンモニオ）プロピル］ヒドロキシエチルセルロース、塩化Ｏ－［２－ヒドロ
キシ－３－（トリメチルアンモニオ）プロピル］グァーガム、アクリルアミド・アクリル
酸・塩化ジメチルジアリルアンモニウム共重合体、塩化ジメチルジアリルアンモニウム・
アクリル酸共重合体、ポリ塩化ジメチルメチレンピペリジニウムなどのカチオン性ポリマ
ー；カルボキシビニルポリマー、アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体などのアニ
オン性ポリマー；ジメチルポリシロキサン、ポリエーテル変性シリコーンなどのシリコー
ン；オリーブ油、ツバキ油、マカデミアナッツ油、オレンジ油などの液状油；ステアリン
酸、ミリスチン酸、ラウリン酸などの固形油；ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ラウリ
ン酸ジエタノールアミド、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド、ヤシ
油脂肪酸モノエタノールアミド、ヤシ油脂肪酸Ｎ－メチルエタノールアミドなどのアルキ
ルアルカノールアミド；１，３－ブチレングリコール、グリセリン、プロピレングリコー
ル、ポリエチレングリコール、ポリオキシプロピレングリセリルエーテルなどの多価アル
コール；ソルビトール、マルチトールなどの糖アルコール；防腐剤、酸化防止剤、紫外線
吸収剤、植物抽出エキス、パール化剤、粉体、ｐＨ調整剤、香料などを目的に応じて適宜
配合することができる。
【００３１】
　本発明の皮膚洗浄剤用組成物は、常法により製造することができ、液状、乳液状、クリ
ーム状、ジェル状などの種々の剤型に適用することができる。また、使用形態としては、
頭皮洗浄剤、シャンプー、洗顔剤、クレンジング剤、ボディーシャンプー、ハンドソープ
などとして好適に用いることができる。中でも、中高年層特有の「ベタつき」や「ギラつ
き」を抑える観点から、頭皮洗浄剤、シャンプー、洗顔剤、クレンジング剤として用いる
ことがより好ましい。
【００３２】
　かくして得られる皮膚洗浄剤用組成物は、上記した本発明の構成を充足することにより
、中高年層の人から分泌される特有の皮脂成分に対して優れた洗浄除去効果を発揮させる
ことができる。
【００３３】
　本明細書において、「中高年層」とは、３５歳以上をいう。前記中高年層は、好ましく
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は、４０～５９歳である。
【００３４】
　また、本明細書において、中高年層の人から分泌される特有の皮脂成分とは、トリグリ
セリドと脂肪酸とを含有し、トリグリセリドと脂肪酸との質量比（トリグリセリド／脂肪
酸）が０．５７／１以上であることを特徴とする。
【００３５】
　中高年層の人から分泌される皮脂成分は、２０歳代の人から分泌される皮脂成分と対比
すると、トリグリセリドの含有率が多い傾向が認められるとともに、脂肪酸の含有率が少
ない傾向が認められるという特徴がある。
【００３６】
　前記トリグリセリドとしては、炭素数７～２６のアシル基を有するトリグリセリドなど
を例示することができる。具体的には、トリステアリンとトリパルミチンとトリミリスチ
ンとトリオレインとを含有する混合物である。
【００３７】
　前記混合物中におけるトリステアリンの含有率は、１～１３質量％、前記混合物中にお
けるトリパルミチンの含有率は、１９～４４質量％、前記混合物中におけるトリミリスチ
ンの含有率は、９～５２質量％、前記混合物中におけるトリオレインの含有率は、２０～
５６質量％である。
【００３８】
　前記脂肪酸としては、炭素数７～２６の飽和脂肪酸または不飽和脂肪酸などを例示する
ことができる。具体的には、ミリスチン酸とパルミチン酸とステアリン酸とオレイン酸と
を含有する混合物である。
【００３９】
　前記混合物中におけるミリスチン酸の含有率は、９～５２質量％、前記混合物中におけ
るパルミチン酸の含有率は、１９～４４質量％、前記混合物中におけるステアリン酸の含
有率は、１～１３質量％、前記混合物中におけるオレイン酸の含有率は、２０～５６質量
％である。
【００４０】
　前記トリグリセリドと脂肪酸との質量比（トリグリセリド／脂肪酸）は、０．５７／１
以上、好ましくは０．６８／１以上、より好ましくは０．８１／１以上である。なお、前
記トリグリセリドと脂肪酸との質量比の上限値は、５０／１以下であることが好ましい。
【実施例】
【００４１】
　以下、本発明を実施例に基づいて更に詳細に説明するが、本発明はこれら実施例にのみ
限定されるものではない。尚、配合量は、特記しない限り「質量％」を表す。
【００４２】
（人工皮脂モデルの調製）
　本発明においては、中高年層の人から分泌される特有の皮脂成分に対する洗浄除去を忠
実に再現するため、流動パラフィンと、スクワランと、ワックスエステルと、トリグリセ
リドと、脂肪酸と、コレステロールと、セラミドとを表１に示される組成となるように配
合して、トリグリセリド／脂肪酸（質量比）が０．８１／１である人工皮脂モデルを調製
した。
【００４３】
　前記流動パラフィンとして、商品名：ＫＡＹＤＯＬ（ゾンネボーン・インク（Ｓｏｎｎ
ｅｂｏｒｎ　Ｉｎｃ．）社製）を用いた。前記スクワランとして、商品名：スクワラン（
和光純薬工業社製）を用いた。前記ワックスエステルとして、パルミチン酸ヘキサデシル
（商品名：パルミチン酸ヘキサデシル，和光純薬工業社製）と、ミリスチン酸ミリスチル
（商品名：エキセパールＭＹ－Ｍ，花王社製）と、オレイン酸オレイル（商品名：ＣＥＴ
ＩＯＬ，コグニスジャパン社製）との混合物（パルミチン酸ヘキサデシル：ミリスチン酸
ミリスチル：オレイン酸オレイル（質量比）＝７：２：５）を用いた。前記トリグリセリ
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ドとして、トリステアリン（商品名：トリステアリン，ナカライテスク社製）と、トリパ
ルミチン（商品名：トリパルミチン，和光純薬工業社製）と、トリミリスチン（商品名：
トリミリスチン，和光純薬工業社製）と、トリオレイン（商品名：トリオレイン，和光純
薬工業社製）との混合物（トリステアリン：トリパルミチン：トリミリスチン：トリオレ
イン（質量比）＝１：８：３：９）を用いた。前記脂肪酸として、ミリスチン酸（商品名
：ミリスチン酸，ナカライテスク社製）と、パルミチン酸（商品名：パルミチン酸，ナカ
ライテスク社製）と、ステアリン酸（商品名：ステアリン酸，和光純薬工業社製）と、オ
レイン酸（商品名：オレイン酸，和光純薬工業社製）との混合物（ミリスチン酸：パルミ
チン酸：ステアリン酸：オレイン酸（質量比）＝４：１０：２：１０）を用いた。前記コ
レステロールとして、商品名：コレステロール（和光純薬工業社製）を用いた。前記セラ
ミドとして、セラミド２（商品名：セラミド　ＴＩＣ－００１，高砂香料工業社製）を用
いた。
【００４４】
【表１】

【００４５】
（試料の調製）
　表２～５に記した組成に従い、実施例１～１２および比較例１～１２の各皮膚洗浄剤用
組成物を調製し、下記評価に供した。結果を表２～４に併記する。尚、評価はすべて、２
３℃、湿度６０％の恒温恒湿の一定条件下で実施した。また、表中のＰＯＥとはポリオキ
シエチレンの略であり、括弧内の数値は酸化エチレンの付加モル数を表す。
【００４６】
（試験例１：洗浄除去の評価）
　実施例および比較例の各試料をその濃度が７質量％となるように精製水に溶解させ、洗
浄試験用水溶液を得た。
【００４７】
　表１に示される人工皮脂モデルを６０℃に加温して液化させ、人工皮脂モデル０．２５
ｇをケラチン布（２０ｍｍ×２０ｍｍ）に均一塗布した。人工皮脂モデル塗布後のケラチ
ン布を３５℃で１２時間以上静置した。
【００４８】
　つぎに、あらかじめ４５℃に保たれた前記洗浄試験用水溶液１００ｍＬが入った容器に
、調製した人工皮脂モデル塗布後のケラチン布を浸漬した。振動数６０ｃｍ－１、振幅１
５ｍｍの条件下で、前記容器を６０分間振盪させることにより、人工皮脂モデル塗布後の
ケラチン布を洗浄した。
【００４９】
　洗浄後のケラチン布に残存した人工皮脂モデルをクロロホルムで抽出した。得られた抽
出物を、下記分析条件における水素炎イオン化検出器付きガスクロマトグラフィー（ＧＣ
－ＦＩＤ）に供し、人工皮脂モデルに含まれる成分（脂肪酸、スクワレン、ワックスエス
テルまたはトリグリセリド）に対応するピークの面積（以下、「面積Ａ」という）を求め
た。
【００５０】
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　また、洗浄後のケラチン布に残存した人工皮脂モデルの代わりに洗浄前のケラチン布に
付着した人工皮脂モデルを用いたことを除き、前記と同様の操作を行ない、前記成分に対
応するピークの面積（以下、「面積Ｂ」という）を求めた。
【００５１】
＜分析条件＞
装置：Ａｇｉｌｅｎｔ　６８９０Ｎ（Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社製）
カラム：Ｕｌｔｒａ　ＡＬＬＯＹ　ＵＡ－ＤＸ３０（フロンティア・ラボ社製）
キャリアガス：ヘリウム
注入口温度：３６０℃
カラム温度：４０℃から２０℃／分で昇温させ４００℃で１２分間保持
カラム流量：２ｍＬ／分
検出器：水素炎イオン化検出器（ＦＩＤ）
検出器温度：２５０℃
注入量：２μＬ
【００５２】
　つぎに、得られた分析結果から、前記脂質の残存率〔（面積Ａ／面積Ｂ）×１００〕（
％）を算出した。残存率の算出結果をもとに、下記の評価基準に従って評価した。
【００５３】
＜洗浄除去の評価基準＞
◎：洗浄後のケラチン布における脂質の残存率が、０％以上４０％未満
○：洗浄後のケラチン布における脂質の残存率が、４０％以上６０％未満
△：洗浄後のケラチン布における脂質の残存率が、６０％以上９０％未満
×：洗浄後のケラチン布における脂質の残存率が、９０％以上
【００５４】
（試験例２：起泡性の評価）
　評価パネル２０名により、実施例７～１２で得られた各試料を、温水で濡らしたウィッ
グ（レッスンマネキン：ユーカリジャパン社製）に均一に塗布した後に泡立てもらい、起
泡性を下記評価基準に従って官能評価した。
【００５５】
＜起泡性の評価基準＞
◎：２０名中１６名以上が、起泡性に優れると回答
○：２０名中１１～１５名が、起泡性に優れると回答
△：２０名中６～１０名が、起泡性に優れると回答
×：２０名中５名以下が、起泡性に優れると回答
【００５６】
【表２】

【００５７】
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【００５８】

【表４】

【００５９】
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【表５】

【００６０】
　表２～４に示された結果から、実施例１～６に記載された本発明の皮膚洗浄剤用組成物
は、中高年層の人から分泌される特有の皮脂成分に対する洗浄除去に優れた効果を奏して
いることが分かる。即ち、本発明の皮膚洗浄剤用組成物は、中高年層特有の「ベタつき」
や「ギラつき」を抑えるものであると言える。さらに、実施例７～１２に記載された両性
界面活性剤を含む皮膚洗浄剤用組成物は、洗浄除去効果を阻害することなく、起泡性を付
与できていることが分かる。
【００６１】
　これに対し、本発明の必須成分を充足しない又は本発明の必須成分を他の成分に置き換
えた比較例１～６に記載された皮膚洗浄剤用組成物、並びに本発明の質量含有比を満たさ
ない比較例７～１２に記載された皮膚洗浄剤用組成物では、皮脂成分に対する洗浄除去に
劣っていることから、中高年層特有の「ベタつき」や「ギラつき」を充分に抑えられない
ものであると言える。
【００６２】
　以下、本発明に係る皮膚洗浄剤用組成物の処方例を示す。尚、含有量は質量％である。
また、ＰＯＥとはポリオキシエチレンの略であり、括弧内の数値は、酸化エチレンの付加
モル数を表す。
【００６３】
（処方例１：頭皮洗浄剤）
　ＰＯＥ（２）ラウリルエーテル硫酸ナトリウム　　　　　　　　　２．０
　ポリオキシエチレン（２５）硬化ヒマシ油　　　　　　　　　　　２．０
　ポリオキシエチレン（１００）硬化ヒマシ油　　　　　　　　　　２．０
　ラウリン酸アミドプロピルベタイン　　　　　　　　　　　　　　１．０
　ジグリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　ｌ－メントール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体　　　　　　　　　　０．４
　ｐＨ調整剤（トリエタノールアミン）　　　　　　　ｐＨ６．０とする量
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　部
　　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０
【００６４】
（処方例２：頭皮洗浄剤）
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　ＰＯＥ（２）ラウリルエーテル硫酸ナトリウム　　　　　　　　　２．０
　ポリオキシエチレン（１００）硬化ヒマシ油　　　　　　　　　　４．０
　ＰＯＥグリセリルエーテル（９）　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．０
　ｌ－メントール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
　アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体　　　　　　　　　　０．２
　ｐＨ調整剤（トリエタノールアミン）　　　　　　　ｐＨ６．０とする量
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　部
　　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０
【００６５】
（処方例３：シャンプー）
　ＰＯＥ（２）ラウリルエーテル硫酸ナトリウム　　　　　　　　　５．０
　ポリオキシエチレン（１００）硬化ヒマシ油　　　　　　　　　　１．５
　ポリオキシエチレン（５０）硬化ヒマシ油　　　　　　　　　　　３．５
　ラウリン酸アミドプロピルベタイン　　　　　　　　　　　　　　２．０
　ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　ソルビトール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　ｌ－メントール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　塩化Ｏ－［２－ヒドロキシ－３－（トリメチルアンモニオ）プロピル］
　　ヒドロキシエチルセルロース　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
　ポリ塩化ジメチルメチレンピペリジウム液　　　　　　　　　　　０．１
　ジステアリン酸エチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　１．０
　ｐＨ調整剤（クエン酸）　　　　　　　　　　　　　ｐＨ５．８とする量
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　部
　　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０
【００６６】
（処方例４：洗顔剤）
　ラウリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．５
　ミリスチン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３．０
　ステアリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２．５
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９．０
　ポリエチレングリコール１５００　　　　　　　　　　　　　　　８．０
　ＰＯＥ（２）ラウリルエーテル硫酸ナトリウム　　　　　　　　　１．０
　ポリオキシエチレン（５０）硬化ヒマシ油　　　　　　　　　　　２．０
　ラウリン酸アミドプロピルベタイン　　　　　　　　　　　　　　０．４
　ｐＨ調整剤（水酸化カリウム）　　　　　　　　　　ｐＨ９．５とする量
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　部
　　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０
【００６７】
（処方例５：クレンジング剤）
　ＰＯＥ（２）ラウリルエーテル硫酸ナトリウム　　　　　　　　　１．０
　ポリオキシエチレン（２５）硬化ヒマシ油　　　　　　　　　　　１．５
　ラウリン酸アミドプロピルベタイン　　　　　　　　　　　　　　０．５
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　ＰＯＥ（７）ヤシ油脂肪酸グリセリル　　　　　　　　　　　　　５．０
　ｐＨ調整剤（水酸化カリウム）　　　　　　　　　　ｐＨ６．０とする量
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　部
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　　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０
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